
 

 

 

 

 寒川町子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

  令和元年12月17日 

 

 

寒川町長 木 村 俊 雄       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



寒川町規則第10号 

 

   寒川町子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

 

 寒川町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年寒川町規則第26号)の一部を次のよ

うに改正する。 

第2条中「府令第1条第1号」を「府令第1条の5第1号」に改める。 

第3条中「府令第2条第1項」の次に「及び第28条の3第1項」を加え、「施設型給付費・

地域型保育給付費等支給認定申請書」を「給付認定申請書(教育・保育給付認定及び施

設等利用給付認定)」に改める。 

第4条第1項中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証」を「支給認定証(教

育・保育給付認定)」に改め、同条第2項中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給

認定却下通知書」を「教育・保育給付認定申請却下通知書」に改め、同条に次の2項を

加える。 

3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第4号様式)に

より行うものとする。 

4 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第5

号様式)により行うものとする。 

第5条第2項中「府令第1条第9号」を「府令第1条の5第9号」に改め、同条第3項中「府

令第1条第10号」を「府令第1条の5第10号」に改め、同条に次の2項を加える。 

4 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。 

5 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲

げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とす

る。 

 



第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。 

(特定子ども・子育て支援提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書) 

第6条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項において「運営基準」

という。)第56条第1項及び第2項(運営基準第57条の規定により読み替えて適用する

場合を含む。)に規定する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子

ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書(第6号様式)とする。 

 第1号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□

□

□

寒川町内・寒川町外（　　　　　　　）※都道府県・市区町村名を記入

寒川町内・寒川町外（　　　　　　　）※都道府県・市区町村名を記入

生活保護の受給状況 □ 有　 ［担当者：　　　　　　　　　　　　　］［保護開始：　　　　年　　　　月　　　　日］

歳 年　　月　　日 有・無

保

護
者

以

外
の

同

居

の

家
族

お

よ

び

同

居
人

※

申
請

に

係
る

児

童

を

除
く

歳

ひとり親の場合の理由
□ 離婚（　　　年　　　月　　　日）　　□ 死別（　　　年　　　月　　　日）　　□ 未婚
□ 離婚前提別居（　　　年　　　月　　　日頃）から【 調停 □ 無 □ 有  ［証明書 □ 無 □ 有］】

有・無年　　月　　日

歳 年　　月　　日 有・無

有・無歳 年　　月　　日

有・無

年　　月　　日 有・無

有・無

　　　年1月1日の住所

歳 年　　月　　日

歳 年　　月　　日

歳

申請を行う
保護者の住所

〒　　　　ー

連絡先① 連絡先②
父携帯・母携帯・父勤務先・母勤務先・自宅・その他（　　　） 父携帯・母携帯・父勤務先・母勤務先・自宅・その他（　　　）

障害者手帳
等の有無
（※）

申請児童
との関係 年齢

勤務先・学校・幼稚園・保育所等の名称
および単身赴任先・別居先住所等生年月日

　　　年1月1日の住所

保
　
護
　
者

※

申

請
を

行

う

保

護
者

含

む

生年
月日

年 　　月 　　日

フリガナ

申請を行う
保護者氏名

印

生年
月日

年 　　　月　 　　日 

児童の氏名

フリガナ

性別
障害者手帳
等の有無
（※）

有・無男・女

第1号様式(第3条関係)

　年　　　　月　　　　日 
〒　　　ー　　　　TEL　　　　（　　　　）　

申請する
認定区分

利用開始日

所在地施設名
※希望含む

フリガナ

【 保育の利用希望 】
　なし ⇨ 表面（１～３）を記入
　あり ⇨ 表・裏面（１～７）を記入

希望認定期間 　　　年　　　月　　　日　から　　　　　　年　　　月　　　日（□ 就学前まで）

保育の利用希望

あり・なし

１号認定［幼稚園等・施設型給付］

１号認定［幼稚園・私学助成］

２号認定/３号認定［保育所等］

給付認定申請書(教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定)

【申請にあたっての同意事項】

１．寒川町が給付認定の審査のために、子ども・子育て支援法第16条（子ども・子育て支援法

（以下、「法」という。）第30条の3により準用される場合を含む）により、必要な情報について、

住民基本台帳、課税台帳その他公簿等を確認する（マイナンバーを用いた情報連携を含む）

ことや、他の行政機関等に必要な資料の提供を求めることがあります。

２．寒川町が給付認定の審査のために、申請児童の保護者の雇用主等の関係者に照会を行

うことがあります。

３．この申請書に記載されている事項は、児童福祉法第24条第3項に基づく保育所等の利用

調整に利用することがあります。

４．この申請書に記載されている事項の中で、教育・保育の運営上必要と認められる情報を施

設・事業者に提供することがあります。

５．子どものための教育・保育給付は、給付認定保護者に代わり、利用する施設・事業者が受

領します。

６．子どものための施設等利用給付は、給付認定保護者に代わり、利用する施設・事業者が

受領することがあります。

７．新年度4月認定開始（変更）の場合、給付認定事務が集中し審査等に日時を要するため、

提出された給付認定申請については、最長で利用開始の前日まで審査結果のお知らせを延

期する場合があります。

８．申請内容に虚偽（提出書類の偽造・改ざん等を含む）があった場合は、給付認定を取り消

すことがあります。

９．法30条の4による3号認定を申請するにあたっては、市町村民税世帯非課税者に該当する

ことを申告します。

以上のことに同意の上、子どものための教育・保育給付（子育てのための施設等利用給付）の給付認定を申請します。

(宛先)寒川町長

１．申請に係る児童

２．申請者（給付認定保護者となる者）※これまでにきょうだい児の申請をしたことがある場合は、その申請者を記入してください

※連絡先は日中連絡がつきやすい順に記入してください。連絡先②も記入してください。

３．世帯の状況（申請児童の保護者、同居の家族および同居人）※申請に係る児童は除く

フ リ ガ ナ

氏 名

寒川町

※障害者手帳等・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、特別児童扶養手当証書 ※在宅の場合は写しを添付してください。



□ 保育標準時間［11時間まで］

□ 保育短時間［8時間まで］

□ 父［　　　　年　　　月終了予定］

□ 母［　　　　年　　　月終了予定］

　利用開始後３か月以内に就労証明書が提出できない
場合は、認定を取り消します。

[ 署名：　                          ]

□ 無 □ 有 [□ 要介護：             □ 要支援：             ]

年　　　　月迄

往復[　　　　]時間[　　　　]分/日

□ インターネット・求人誌等で探している
□ ハローワークや派遣会社に登録している
□ その他 [　　　　　　　　　　　　　　　]

続柄　　　　

年　　　　　月　　　　　日生

□ 同居 □ 別居[　　　　　　　　　　　　　　　　]

手帳　　　　級

通学に☑した場合 年　　　　月迄

往復[　　　　]時間[　　　　]分/日

求職中に☑した場合 　利用開始後３か月以内に就労証明書が提出できない
場合は、認定を取り消します。

[ 署名：　      　　               ]

署　名　欄

求職活動の内容
□ インターネット・求人誌等で探している
□ ハローワークや派遣会社に登録している
□ その他 [　　　　　　　　　　　　　　　]

介護・看護に
☑した場合

被
介
護
者
等
の
情
報

氏　　名
申請児童との続柄

生 年 月 日

被介護者の住所

傷　病　名

手帳の種類・等級

介 護 保 険

□ 父　□ 母　□ [　　          　　]□ 父　□ 母　□ [　　          　　]

続柄　　　　

年　　　　　月　　　　　日生

手帳の種類・等級
手帳　　　　級 手帳　　　　級

出産に☑
した場合

病気・ケガに
☑した場合

障がいに
☑した場合

出産予定日 年　　　月　　　日予定 年　　　月　　　日予定

傷　病　名

自宅からの通勤時間
※送迎時間含まず 往復[　　　　]時間[　　　　]分/日 往復[　　　　]時間[　　　　]分/日

勤
務
先

会社名

会社までの
主な通勤手段

生年月日

　　年　　 月 　　日

□ 同居 □ 別居[　　　　　　　　　　　　　　　　]

手帳　　　　級

□ 無 □ 有 [□ 要介護：             □ 要支援：             ]

自宅からの通学時間

在学（在籍）期間

学校（機関）名

　　年　　 月 　　日

　　年　　 月 　　日

　　年　　 月 　　日

申請児童との同居・別居（別居の場合は住所必須）

□ 同居　□ 別居 [ 住所：　　　　　　　　　　　　         　　　　　　]

□ 同居　□ 別居 [ 住所：　　　　　　　　　　　　         　　　　　　]

□ 同居　□ 別居 [ 住所：　　　　　　　　　　　　         　　　　　　]

□ 同居　□ 別居 [ 住所：　　　　　　　　　　　　         　　　　　　]

氏　　　名

父
方

母
方

祖父

祖母

祖父

祖母

保育を必要とする事由
※該当するものに☑

就労に☑
した場合

希望保育
必要量

※１．保育必要量は、保育を必要とする理由・状況等を認定基準照らし合わせて決定
　　　します。希望と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※２．第２号認定/第３号認定以外の場合、保育必要量の認定は行いません。

出産予定日

出産後の予定

　　　　年　　　　月　　　　日

□ 育児休業を取得する

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 自宅で保育するため施設・事業の利用をやめる

□ 育児休業を取得せずに復職する

□ 就労　□ 病気・けが　□ 障がい
□ 通学　□ 介護・看護　□ 求職中
　　　　 □ 災害の復旧　□ その他

□ 就労　□ 病気・けが　□ 障がい
□ 通学　□ 介護・看護　□ 求職中
□ 出産　 □ 災害の復旧　□ その他

□ バス □ 車 □ 自転車 □ 徒歩 □ その他
□ 電車 ➡ 自宅最寄駅(　　　　  駅)までの移動手段
      □ バス □ 車 □ 自転車 □ 徒歩 □ その他

□ バス □ 車 □ 自転車 □ 徒歩 □ その他
□ 電車 ➡ 自宅最寄駅(　　　　  駅)までの移動手段
      □ バス □ 車 □ 自転車 □ 徒歩 □ その他

４．保育必要量の希望（２号認定/３号認定[保育所利用希望]の場合のみ記入）

どちらかに

５．申請時点の出産予定（予定がある場合に記入）※母子健康手帳の写しを提出してください。

あてはまるもの全てに

６．保育を必要とする状況 ※保護者が父母以外の場合は[ ]に氏名を記入してください。

７．祖父母の状況



 第2号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2号様式(第 4条関係) 

 
 
 
 
 

支  給  認  定  証（教育・保育給付認定） 
 

 

 

 

 

 申請のありました施設型給付費・地域型保育給付費等に係る教育・保育給付認定について、次のとおり

認定しましたので通知いたします。 
 
 

認  定  区  分  

保  育  の  事  由 

及  び  必  要  量 

  

支 給 認 定 証 番 号  

有  効  期  間  から   まで 

 
児 

 
童 

フ  リ  ガ  ナ 

氏  名 

 

生  年  月  日  性  別  

 
保 

護 

者 

氏  名  
 

 
居  住  地 

 

生  年  月  日  

変  更  事  項  

 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

寒川町長に対して審査請求をすることができます。 

 また、この処分を受けたことを知った日(審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があったこと

を知った日)の翌日から起算して６月以内に、寒川町(寒川町長)を被告として、処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

 ただし、処分の日から１年を経過するとその訴えは提起できません。 
 
 
 
     年  月  日 
 
 

寒川町長               

 



 第3号様式中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、 

「 

却 下 理 由  

                                    」を 

「 

却 下 理 由  

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して3月以内に、寒川町長に対して審査請求することができます。 

 また、この処分を受けたことを知った日(審査請求をした場合には、審査請求に対す

る裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6月以内に、寒川町(寒川町長)を

被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 ただし、処分の日から1年を経過するとその訴えは提起できません。     」 

に改め、同様式の次に次の3様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4号様式(第 4条関係) 

 
 
 
 
 

施設等利用給付認定通知書 
 

 

 

 

 

 申請のありました施設等利用給付認定の内容について、次のとおり決定したので通知します。 
 
 

認  定  区  分  

保  育  の  事  由    

支 給 認 定 証 番 号  

有  効  期  間  から   まで 

 
児 

 
童 

フ  リ  ガ  ナ 

氏  名 

 

生  年  月  日  性  別  

 
保 

護 

者 

氏  名  
 

 
居  住  地 

 

生  年  月  日  

変  更  事  項  

 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

寒川町長に対して審査請求をすることができます。 

 また、この処分を受けたことを知った日(審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があったこと

を知った日)の翌日から起算して６月以内に、寒川町(寒川町長)を被告として、処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

 ただし、処分の日から１年を経過するとその訴えは提起できません。 
 
 
 
 
 

年  月  日  
 

    寒川町長 
     

 
 

 



第 5号様式(第 4条様式) 
 

 

施設等利用給付認定申請却下通知書 
 

 
 

年   月   日 
 
 
 
 

寒川町長 

 
 

 
 

 
 
 

 申請のありました施設等利用給付費に係る施設等利用給付認定について、次の理由で却下しましたの

で通知します。 
 

 
 

児   童   の  氏  名  

及 び 生  年   月  日 

 

 

 

 
 

 

却  下  理  由 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内に、寒川町長に対して審査請求をすることができます。 

 また、この処分を受けたことを知った日(審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日)の翌日から起算して６月以内に、寒川町(寒川町長)を被告として、処分の取消し

の訴えを提起することができます。 

 ただし、処分の日から１年を経過するとその訴えは提起できません。 
 
 

 



①

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 注１．認可外保育施設の月極利用の場合は①のみ記入。

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 注２．②は利用した日付に「〇」を付ける。

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１

※変動する場合は、標準的な利用時間帯を記入

　　　　時　　　　分　から　　　　時　　　　分 合計　　　　時間　　　分

ふりがな

認定児童 □ 第１号 □ 第２号 □ 第３号

認　定　種　別

特定子ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書
□ 預かり保育事業　□ 認可外保育施設　□ 一時預かり　□ その他

認定保護者

ふりがな 続柄

円

印　

上記のとおり、特定子ども・子育て支援を提供し、利用料等を領収いたしました。　

代表者職・氏名

施設・事業所名

　　　　　年　　　月　　　日

円

第6号様式(第6条関係)

提供時間

設　置　者　名

所　在　地

利用料領収金額
（合　計）

　　　　　　年　　　　月分

合計利用日数：　　　　　　日

③＝①＋②

① ※ 特定子ども子育て支援に係る金額

② ※ ①に該当しない金額（全額保護者負担）

保育料

その他

※その他・・日用品・文房具・行事参加費・食材料費・通園送迎費等

円

②



附 則 

この規則は、令和元年12月17日から施行する。 

 

 

 


